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重要な憲法判断が示された民事事件の記録の廃棄に加え、令和4年に社会の耳目を集めた少年事件の記録の廃棄

が明らかになったことを重く受け止め、最高裁は、有識者委員の意見を聴取しつつ調査・検討を行い、令和5年5月
に「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」を公表しました。調査報告書を踏まえ、今後の記録の
保存.廃棄の適切な運用の確保に向け、同年11月に「事件記録等の特別保存に関する規則」が制定され、さらに、
新たな運用通達等の発出、第三者委員会の設置等とともに、令和6年1月30日から新しい運用が始まりました。
このページは記録等の特別保存や廃棄についての事務に有益な情報を集約したコンデンツです。
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裁判

令和5年5月

〆

発出日等種別

調査報告書 令和5年5月

裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書(本体） 調査報告書



q 規則・規程・通達・ガイドブックなど(1/2）

|標題等 ’種別 発出日等

令和6年3月11日（改正）記録等の特別 関する規則 規則

規程

規程

通達

様式

，通達

、 様式

通達

字に

事件記録等保存規程 リンク先の改正履歴参照
一

リンク先の改正履歴参照
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少年調査記録規程

牛記録等の特別保存に 令和6年1月10日する規則の運用について

記録等の特別保荏に関する規則の運用について〈別紙様式） 令和6年1月10日

記録等保存規程の運用について リンク先の改正履歴参照
p1

リンク先の改正履歴参照

リンク先の改正履歴参照

リンク先の改正履歴参照

’

少年調杳記録規程の運用について

少年調杳記録規程の運用について（別紙様式 ,様式
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標題等

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要

種別

申合せ

発出日等

平成21年8月5日

な措置について

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要 申合せ 令和6年1月30日

申合せ 令和6年1月30日

続について
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一覧表
叩

R4.1～R5.12最高裁判例集・裁判集登載事件一覧表
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連絡事項

‐｜令和4年1月から令和5年12月登載分の一覧表です。
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令和6年2月19日
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連絡事項

これまでにあった問合せと回答のうち、特に今後の事務処理に資すると思われるものを、総論・各基準
等の類型ごとにまとめ、特別保存等に関する規定の解釈を示すものとして一覧にしたものです。

令和6年7月9日
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掲載（更新）日標題等
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種別 発出日等標題等

事務連絡

事務連絡

事務連絡

事務連絡

別紙様式

事務連絡

事務連絡

事務連絡

事務連絡

事務連絡

令和4年10月25日

法行政文書の ＝画刀
罰が満了した事件記録等の廃棄等に関する

三コ今ヨーへ『＝＝＝f一日日ヨーヱ ＝

令和4年10月25日についてロ

罰が満了した事件記録等の廃 する司法行政文書の 罰等の延長I等に こついて〔ー

廃棄留保中の事件記録等の取扱い及び事件記鐡 等の保管場所の確保について 令和5年7月26日

の取扱い及び 管場戸ニョ△＝毎で
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関する司法行政文書の保存期間等の延長について
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令和5年3月28日

令和5年7月26日

后ｲ子昇I 罰か

令湘6年2月26日
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令和6年7月11日

令和6年7月18日掲載睾務に
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更新日

令和6年6月27日

履歴

「規則・規程・通達・ガイドブックなど」の「新聞記事検索サービス利用手

順書」を改訂しました。改訂部分はこちらの事務連絡を確認してください。

「FAQなど」にFAQを掲載しました。
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トップページに、裁判所ウェブサイトの記録の保存の在り方に関する委員会

のページヘのリンクを設けました。これに伴い、ガイドブック及びその付録

については、「規則・規程。通達・ガイドブックなど」のページ八移動しま

した。

｢保存期間が満了した事件｢廃棄留保関係」 記録等の廃棄等に関する司法令和6年3月18日 I
一

(一

行政文書の保存期間等の延長について（事務連絡）」を掲載しました。

｢保存期間が満了した執行 記録等の廃｢廃棄留保関係」 官の事務に令和6年2月26日 関するI
一

L

棄留保の継続について（事務連絡）」を掲載しました。

令和4年1月か 令和5年1令和6年2月19日 ら 2

した。
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■ 更新履歴 砂

更新日

令和6年2月5日

履歴

保存期間が満了した事件記録等の廃棄留保対象について（事務連絡） を掲載

しました。

「廃棄留保関係」のコンテンツが追加されました6

新聞記事検索サービス利用料の報告はこちらから

(リンクあり）
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（毎月15日までに報告をお願します。報告手順書はコチラ。）

当コンテンツが開設されました。令和6年1月30日

特

灘露 保


